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令
和
六
年
度
予
算
「
運
営

費
に
お
け
る
常
勤
職
員
配

置
の
改
善
」
に
つ
い
て

　

国
は
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
に
発
表
し

た
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」
に
お
い
て
、「
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
安
定
的
な
運
営
を
図

る
観
点
か
ら
、
二
〇
二
四
年
度
か
ら
常
勤

職
員
配
置
の
改
善
な
ど
を
図
る
」
こ
と
を

あ
げ
て
い
ま
す
。

　

令
和
六
年
度
（
二
〇
二
四
年
度
）
当
初

予
算
で
は
学
童
保
育
に
関
わ
っ
て
、「
運

営
費
に
お
け
る
常
勤
職
員
配
置
の
改
善
」

と
し
て
、「
現
行
の
補
助
基
準
額
に
加
え
、

常
勤
の
放
課
後
児
童
支
援
員
を
二
名
以
上

配
置
し
た
場
合
」
の
補
助
基
準
額
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
（
以
下
、
創
設
さ
れ
た
「
補

助
基
準
額
」。
本
誌
二
〇
二
四
年
三
月
号

「
協
議
会
だ
よ
り
」
参
照
）。

　

学
童
保
育
の
運
営
費
は
現
在
、
指
導
員

の
配
置
状
況
（
①
国
の
定
め
た
「
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
」
ど
お
り
の
配
置
、
②
有
資

格
者
一
名
の
み
の
配
置
、
③
無
資
格
者
を

複
数
人
配
置
、
④
無
資
格
者
を
一
名
の
み

配
置
の
四
通
り
）
に
応
じ
て
補
助
基
準
額

が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
二
〇
二
四

年
度
も
継
続
さ
れ
ま
す
。

　

補
助
金
を
受
け
る
に
は
、
市
町
村
が
予

算
化
を
す
る
（
議
会
で
承
認
を
得
る
）
必

要
が
あ
り
ま
す
。
国
・
都
道
府
県
・
市
町

村
の
負
担
割
合
は
三
分
の
一
ず
つ
の
た

め
、
実
現
に
向
け
て
各
自
治
体
に
働
き
か

け
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

創
設
さ
れ
た
「
補
助
基
準
額
」
は
、「
有

資
格
者
が
常
勤
職
員
と
し
て
複
数
配
置
さ

れ
る
こ
と
」
が
予
算
に
反
映
さ
れ
た
と
い

う
意
味
で
は
評
価
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
も
運
営
費
の
増
額
で
あ
っ
て
人

件
費
の
引
き
上
げ
で
は
な
い
こ
と
と
、
発

論
す
る
と
、
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
が

四
時
間
で
あ
れ
ば
、
四
時
間
勤
務
で
も
常

勤
職
員
と
な
り
ま
す
。

　

全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
（
以
下
、

全
国
連
協
）
で
は
、
常
勤
職
員
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
。

　
「
非
常
勤
や
臨
時
職
員
、
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
よ
う
に
時
間
の
短

い
勤
務
で
は
な
く
、
年
間
一
八
〇
〇
時
間

程
度
、
週
四
〇
時
間
勤
務
程
度
の
一
日
勤

務
で
あ
っ
て
、
か
つ
雇
用
期
間
の
限
定
さ

れ
た
労
働
で
は
な
く
、
雇
用
期
間
の
定
め

の
な
い
勤
務
」

　

一
方
、
国
の
考
え
で
は
、
か
つ
て
、
国

が
積
算
す
る
人
件
費
の
補
助
単
価
は
、
平

日
六
時
間
勤
務
の
非
常
勤
職
員
の
賃
金
で

計
算
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
二
〇
一
六
年
度

以
前
は
、
一
人
当
た
り
年
額
一
七
四
万
円

程
度
で
計
算
）。

　

ま
た
、
厚
生
労
働
省
が
行
っ
て
き
た
実

施
状
況
調
査
で
は
、
常
勤
職
員
を
「
原
則

と
し
て
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定

労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
を

い
う
。
ま
た
、
一
日
六
時
間
以
上
か
つ
月

協
議
会
だ
よ
り

表
さ
れ
た
時
点
で
「
常
勤
職
員
」「
配
置
」

の
定
義
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
懸
念
も
あ
り
ま
し
た
。

　

二
〇
二
四
年
三
月
一
一
日
、
こ
ど
も
家

庭
庁
が
自
治
体
に
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
交
付
金
交
付
要
綱
（
案
）」
と
「
常
勤

職
員
配
置
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
（
案
）」
を

発
出
し
、「
常
勤
職
員
」
の
定
義
が
示
さ

れ
ま
し
た
。「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交

付
金
交
付
要
綱
（
案
）」
で
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆�

常
勤
職
員
と
は
、
法
定
労
働
時
間
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以

下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」

と
い
う
。）
ご
と
に
定
め
る
運
営
規
程

に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
開
所
し
て
い
る

日
及
び
時
間
」
の
す
べ
て
を
、
年
間
を

通
じ
て
専
ら
育
成
支
援
の
業
務
に
従
事

し
て
い
る
職
員
を
い
う
。

＊　
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＊

　

社
会
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
常
勤
職
員

は
一
日
八
時
間
勤
務
の
正
規
雇
用
職
員
で

す
。
し
か
し
今
回
の
国
の
定
義
で
は
、
極
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二
〇
日
以
上
勤
務
す
る
者
は
、
上
記
に
か

か
わ
ら
ず
『
常
勤
職
員
』
と
す
る
こ
と
」

と
定
義
し
て
き
ま
し
た
。

　

二
〇
一
五
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る

「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事

業
」、
そ
し
て
二
〇
一
七
年
度
に
運
営
費

補
助
基
準
額
が
増
額
さ
れ
た
際
に
、
国
が

常
勤
職
員
の
配
置
を
検
討
し
た
流
れ
か
ら

考
え
る
と
、
全
国
連
協
で
は
、
常
勤
職
員

は
少
な
く
と
も「
平
日
六
時
間
を
超
え
る
」

勤
務
で
あ
る
こ
と
を
共
通
認
識
に
す
る
こ

と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の

た
び
示
さ
れ
た
常
勤
職
員
の
定
義
は
、
こ

れ
ら
の
定
義
と
比
較
す
る
と
後
退
し
た
印

象
を
受
け
ま
す
。

　

ま
た
、
創
設
さ
れ
た
「
補
助
基
準
額
」

に
「
み
な
し
」
の
職
員
も
含
ま
れ
る
か
否

か
に
つ
い
て
、
全
国
連
協
か
ら
こ
ど
も
家

庭
庁
に
問
い
あ
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
追
っ
て

示
さ
れ
る
Ｑ
＆
Ａ
を
参
照
し
て
ほ
し
い
と

の
こ
と
で
し
た
。

　
「
み
な
し
」
の
問
題
点
は
、
以
下
の
と

お
り
で
す
。
令
和
五
年
度
予
算
で
は
、
指

導
員
の
有
資
格
者
の
「
み
な
し
」
に
関
わ

る
措
置
が
あ
り
ま
し
た
（
本
誌
二
〇
二
三

年
五
月
号
「
協
議
会
だ
よ
り
」
参
照
）。

こ
れ
は
、「
基
礎
資
格
が
あ
れ
ば
、
修
了

す
る
こ
と
で
資
格
が
付
与
さ
れ
る
『
放
課

後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
』
の
受
講

が
と
も
な
わ
ず
、『
放
課
後
児
童
支
援
員

と
し
て
の
役
割
及
び
育
成
支
援
の
内
容
の

共
通
理
解
』『
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必

要
最
低
限
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
と
そ

れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本
的
な
考
え
方
や

心
得
の
認
識
』
が
な
く
て
も
、
二
年
間
は

事
業
に
従
事
で
き
る
」
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、「
そ
の
状
況
が
つ

づ
く
こ
と
に
年
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な

い
」と
い
う
大
き
な
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。

　

有
資
格
者
が
就
労
を
継
続
で
き
ず
に
配

置
基
準
を
満
た
せ
て
い
な
い
状
況
を
「
み

な
し
」
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

資
格
の
必
要
性
を
大
き
く
揺
る
が
す
こ
と

で
あ
り
、
放
課
後
児
童
支
援
員
は
「
誰
で

も
い
い
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
危

険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
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全
国
連
協
で
は
現
在
、「
現
時
点
で
、

事
業
の
根
幹
を
担
う
『
正
規
』『
常
勤
』

『
主
任
』『
施
設
長
』
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
指
導
員
の
働
き
方
と
処
遇
に
つ
い
て

（
主
な
も
の
）」「『
常
勤
職
員
配
置
の
改
善
』

に
つ
い
て
、
担
当
課
か
ら
連
絡
・
説
明
が

あ
っ
た
か
否
か
」「
担
当
課
の
意
向
は
ど

う
か
」「
現
場
・
連
絡
協
議
会
の
要
望
は
」

「
予
算
化
の
見
通
し
」
に
つ
い
て
全
国
連

協
を
構
成
す
る
地
域
連
絡
協
議
会
を
対
象

に
、
情
報
収
集
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

国
は
今
回
の「
常
勤
職
員
配
置
の
改
善
」

の
目
的
を
、「
同
じ
放
課
後
児
童
支
援
員

が
継
続
的
に
育
成
支
援
に
あ
た
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
利
用
す
る
子
ど
も
の
生
活
の
安

定
を
め
ざ
す
も
の
」と
説
明
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
要
望
し
て
き
た
よ
う

に
、
子
ど
も
た
ち
に
「
生
活
の
場
」
を
保

障
す
る
う
え
で
は
「
職
員
の
『
専
任
・
常

勤
・
複
数
体
制
』」「
指
導
員
の
勤
務
時
間

と
し
て
、
保
育
時
間
前
後
に
必
要
な
準
備

時
間
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
」が
必
要
で
す
。

日
々
の
実
践
に
も
と
づ
い
て
、
国
、
地
方

自
治
体
・
地
方
議
会
に
て
い
ね
い
に
説
明

す
る
な
ど
し
て
、「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

運
営
指
針
」
に
示
さ
れ
た
内
容
を
確
実
に

行
う
こ
と
に
い
っ
そ
う
の
理
解
を
求
め
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

緊
急
申
入
書
を
提
出
し
ま

し
た

　
「
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
」
で
被
災

し
た
家
庭
を
対
象
に
、
学
童
保
育
の
利
用

料
を
減
免
す
る
市
町
村
を
国
が
支
援
す
る

と
い
う
発
表
を
受
け
て
、
二
〇
二
四
年
三

月
一
四
日
、
全
国
連
協
は
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣（
こ
ど
も
政
策
担
当
）宛
て
に「『
令

和
六
年
能
登
半
島
地
震
』
に
よ
っ
て
被
災

し
た
学
童
保
育
の
支
援
を
す
す
め
る
た
め

の
緊
急
申
入
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

被
災
し
た
利
用
者
の
経
済
的
な
負
担
を

減
ら
す
た
め
に
、
国
が
利
用
料
を
補
助
す

る
の
は
、
今
回
が
は
じ
め
て
で
す
。
た
だ

し
、
今
回
の
補
助
は
、
減
免
し
た
金
額
の

三
分
の
一
ず
つ
を
県
と
市
町
村
が
負
担
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
全
国
連
協
で

は
、国
の
さ
ら
な
る
支
援
が
必
要
と
考
え
、

「
国
の
負
担
割
合
を
一
〇
分
の
一
〇
と
す

る
こ
と
」
を
緊
急
に
申
し
入
れ
ま
し
た
。


